
 

 

 
 
 

令和５年４月２５日

第５３８号
教務部宗教法人課



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教会が当事者となる法的な問題を弁護士にご相談いただけます。 

毎月２５日 午後２時～ 場所：教庁 

弁護士  別城信太郎 先生 

弁護士  山浦　美卯 先生 

完全予約制です。相談を希望される際は、事前に当課までご連絡ください。 

電話番号０７４３－６３－２１５７(担当：原田)

固定資産税の非課税の範囲について

法律・専門相談室開催のご案内

　４月となり、新年度を迎えそれぞれ新たな立場となられた方もたくさんおられることと
思います。私の兄妹も４月からおぢばの学校へ入学し、寮生活が大変だと言っておりまし
た。私自身も天理高校を卒業しているので寮生活の大変さは分かっておりますが、おぢばで
しか学べないことがたくさんあるので、友達と助け合いながら日々を過ごしてほしいと思
います。（太）

編集後記

Q.「宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物および境内地」には固定資産税が課税
されないと聞きましたが、具体的にはどのようなものを指すのでしょうか。また、どのよう
な場合に課税されるのでしょうか。 

 

A．固定資産税とは、1月 1 日現在に存在する土地、家屋、償却資産などの固定資産に対し、
その固定資産の所有者に課される税金です。 

　宗教法人が所有などして、専らその本来の用に供する境内建物および境内地は非課税と
して取り扱われますが、境内建物および境内地であっても宗教法人が営むことのできる公
益事業およびその他の事業に使われているような場合、課税の対象とされることもありま
す。 

 

　非課税の範囲 

　宗教法人が所有などしている固定資産について、その用途の特殊性から、専らその本来の
用に供する宗教法人法３条に規定する境内建物および境内地は非課税として取り扱われて
います。 

 

⑴「専らその本来の用に供する」とは 

　昭和２６年の地方税法改正において、「その本来の用に供する」との文言が「専らその本
来の用に供すると改められました。 

　「専ら」とは、全くという意味ではなく、仮に他の用途に供されることがあったとしても、
ほとんどの場合において本来の用に供されているのであれば、ここで言う「専ら」に当たる
とされています。 

　また「その本来の用に供する」とは、その宗教法人にとって「本来的に」欠くことのでき
ない、本質上宗教目的に使用されるべきものであるとされています。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（続く）
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